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不法投棄

「
不
法
投
棄
」や「
野
外
焼
却（
野
焼
き
）」は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
！

不
法
投
棄

　
公
園
や
河
川
敷
、
海
岸
な
ど

に
は
空
き
缶
や
吸
殻
な
ど
の
ポ

イ
捨
て
が
さ
れ
、
人
目
に
つ
き

に
く
い
山
林
、
道
路
脇
な
ど
に

は
家
電
製
品
や
自
転
車
な
ど
の

大
型
ご
み
が
不
法
投
棄
さ
れ
て

い
ま
す
。

　「
少
し
く
ら
い
…
」「
め
ん
ど

う
だ
か
ら
…
」
と
い
う
気
持
ち

で
捨
て
ら
れ
た
ご
み
は
、
街
の

美
観
を
損
ね
る
と
と
も
に
生
活

環
境
を
悪
化
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、

不
法
投
棄
は
、「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
で

禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反
を
す

る
と
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
も
、「
不
法
投

棄
は
し
な
い
！
さ
せ
な
い
！
許

さ
な
い
！
」
の
気
持
ち
を
持
っ

て
「
ご
み
の
な
い
き
れ
い
な
街

づ
く
り
」
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

【
罰
則
】

　
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
千
万

円
以
下
の
罰
金
、
又
は
こ
の
併
科

 

要
注
意
！

　
無
許
可
業
者
へ
の

　
　
ご
み
運
搬
・
処
分
依
頼

　
私
た
ち
は
、
ご
み
の
運
搬
や

処
分
を
お
願
い
す
る
場
合
、
法

に
基
づ
い
た
許
可
業
者
へ
の
依

頼
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、
廃
品
回
収
業
者
を
名

乗
り
料
金
を
も
ら
っ
て
不
法
投

棄
を
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
ま

す
。
こ
の
場
合
、
依
頼
者
に
も

責
任
が
問
わ
れ
、
高
額
な
代
償

を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
注
意
を
し
て
く
だ
さ
い
。

野
外
焼
却
（
野
焼
き
）

　
家
の
庭
先
や
畑
、
河
川
敷
な

ど
で
の
ご
み
の
野
外
焼
却
（
ド
ラ

ム
缶
に
よ
る
焼
却
、
地
面
に
穴

を
掘
っ
て
の
焼
却
も
含
み
ま
す
）

に
よ
り
、「
く
さ
い
」「
窓
が
開

け
ら
れ
な
い
」「
洗
濯
物
に
臭
い

が
付
い
て
困
る
」
な
ど
の
苦
情

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
野
外
焼
却
は
、
煙
や
臭
い
で

近
隣
の
人
に
大
変
な
迷
惑
を
か

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

構
造
基
準
を
備
え
た
焼
却
炉
以

外
で
焼
却
を
行
う
と
、
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
な
ど
の
有
害
物
質
が
発

生
し
、
人
の
健
康
に
悪
影
響
を

与
え
る
恐
れ
が
心
配
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
野
外
焼
却
は
、「
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」

で
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合

を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
違
反
を
す
る
と

罰
せ
ら
れ
ま
す
。
市
民
の
皆
さ

ん
の
協
力
で
生
活
環
境
を
守
り

ま
し
ょ
う
。

【
罰
則
】

　
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
千
万

円
以
下
の
罰
金
、
又
は
こ
の
併
科

（
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
焼
却
）

① 

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が

そ
の
施
設
の
管
理
を
行
う
た

め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

【
例
　
河
川
管
理
の
た
め
に
伐

採
し
た
草
木
な
ど
の
焼
却
】

② 

震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍

霜
害
、
そ
の
他
の
災
害
の
予

防
、
応
急
対
策
ま
た
は
復
旧

の
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の

焼
却
【
例
　
災
害
時
に
お
け

る
木
く
ず
な
ど
の
焼
却
】

③ 

風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上

の
行
事
を
行
う
た
め
に
必
要

な
廃
棄
物
の
焼
却
【
例
　
ど

ん
と
焼
き
な
ど
の
地
域
行
事

に
お
け
る
門
松
、
し
め
縄
の

焼
却
】

④ 
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を

営
む
た
め
に
や
む
を
得
な
い

も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄

物
の
焼
却
【
例
　
稲
わ
ら
、

枝
木
、
漁
網
に
付
着
し
た
海

産
物
の
焼
却
】

※ 

注
意
　
農
作
業
で
発
生
し
た
「
農

業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
」
は
野
焼
き

す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

⑤ 

た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を

営
む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
廃

棄
物
の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微

な
も
の
【
例
　
落
ち
葉
焼
き
、

た
き
火
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ

ヤ
ー
で
の
木
く
ず
な
ど
の
焼

却
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類
、
ビ
ニ
ー
ル
類
、
紙
類

な
ど
の
焼
却
は
禁
止
】

※ 

「
軽
微
な
焼
却
」
と
は
、
煙

や
臭
い
な
ど
が
近
隣
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
程
度
の
少
量
の

焼
却
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

〈
注
意
事
項
〉

　
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
野
外

焼
却
で
あ
っ
て
も
、
生
活
環
境

上
支
障
を
与
え
、
近
隣
か
ら
苦

情
の
あ
る
場
合
は
、
改
善
指
導

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
道
路
、
公
園
な
ど
の
公
共
の

場
所
や
他
人
の
土
地
に
犬
猫
の

フ
ン
が
放
置
さ
れ
て
い
る
と
の

苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
飼
い
主
が
責
任
を
持
っ
て

後
始
末
を
し
ま
し
ょ
う
。
犬
の

放
し
飼
い
は
や
め
、
散
歩
中
は

確
実
に
犬
を
制
御
で
き
る
人
が

リ
ー
ド
（
引
き
綱
）
を
つ
け
、

他
人
の
歩
行
を
阻
害
し
な
い
よ

う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
市
内
に
お
い
て
も
咬

傷
事
故
（
犬
が
人
を
か
む
事
故
）

も
あ
り
、
犬
の
係
留
に
気
を
付

け
、
犬
の
登
録
や
狂
犬
病
予
防

注
射
を
行
い
、
犬
の
管
理
を
徹

底
し
ま
し
ょ
う
。

【
愛
媛
県
動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
】

第
８
条
（
３
）
飼
い
犬
を
訓
練
し
、

移
動
し
、
又
は
運
動
さ
せ
る
と

き
は
、
汚
物
を
処
理
す
る
た
め

の
用
具
を
携
行
す
る
と
と
も
に
、

飼
い
犬
が
公
園
、
道
路
そ
の
他

の
公
共
の
場
所
に
お
い
て
ふ
ん

を
排
泄
（
せ
つ
）
し
た
場
合
に
は
、

直
ち
に
当
該
ふ
ん
を
そ
の
場
所

か
ら
除
去
す
る
こ
と
。

第
９
条
　
犬
の
所
有
者
又
は
占

有
者
は
、
飼
い
犬
を
人
の
生
命
、

身
体
又
は
財
産
に
害
を
加
え
る

お
そ
れ
の
な
い
方
法
で
係
留
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
抜
粋
）

問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
保
険
環
境
課
環
境
保
全

係
・
生
活
衛
生
係

☎
�
２
１
１
１

（
内
線
１
５
７
・
１
５
８
）

長
浜
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
１
１
１
１
（
内
線
56
）

肱
川
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
２
３
１
１
（
内
線
２
２
１
）

河
辺
支
所
市
民
福
祉
課

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
１
５
３
）

飼
い
犬
、
飼
い
猫
の
飼
養
に
は

責
任
を
持
ち
ま
し
ょ
う
！
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宝くじ助成事業

㈶
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
　
宝
く
じ
助
成
事
業

上
須
戒
自
治
会

【
祭
り
用
具
整
備
…
五
ツ
鹿
備
品

整
備
】

　
地
方
祭
行
事
の
ひ
と
つ
と
し

て
上
須
戒
地
区
で
行
わ
れ
て
い

る
五
ツ
鹿
踊
り
の
備
品
を
整
備

し
ま
し
た
。
今
後
と
も
伝
統
文

化
活
動
を
保
存
・
維
持
す
る
と

と
も
に
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く

り
・
明
る
い
地
域
づ
く
り
に
取

り
組
み
ま
す
。

【
整
備
し
た
備
品
】

　
鹿
頭
、
衣
装
、
締
太
鼓
、
の

ぼ
り
ほ
か

喜
多
山
芸
能
保
存
会

【
祭
り
用
具
整
備
…
獅
子
舞
・
五

ツ
鹿
備
品
整
備
】

　
喜
多
山
芸
能
保
存
会
は
、
喜

多
山
地
区
に
伝
わ
る
郷
土
芸
能

の
継
承
、
あ
わ
せ
て
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り
・
青
少
年
健
全
育

成
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い

ま
す
。
今
回
の
備
品
整
備
に
よ

り
、
ま
す
ま
す
充
実
し
た
活
動

を
行
い
、
明
る
い
地
域
づ
く
り

に
努
め
ま
す
。

【
整
備
し
た
備
品
】

　
獅
子
頭
、
面
、
締
太
鼓
、
鹿
頭
、

衣
装
ほ
か

お
お
ず
の
女
性

〜
輝
い
て
今
〜 

Vol.38

　
大
洲
市
女
性
団
体
連
絡
協

議
会
・
お
お
ず
女
性
塾
で
は

毎
年
合
同
で
先
進
地
視
察
研

修
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年

は
、
宇
和
島
市
女
性
団
体
連

絡
協
議
会
の
方
々
と
、
昨
年

12
月
７
日（
金
）
に
宇
和
島
市

役
所
で
交
流
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
交
流
会
で
は
、
自
己
紹
介

の
後
、
宇
和
島
市
女
性
団
体

連
絡
協
議
会
を
構
成
し
て
い

る
宇
和
島
・
吉
田
・
三
間
・

津
島
の
各
支
部
の
活
動
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。
続
い
て
大

洲
市
女
性
団
体
連
絡
協
議
会
・

お
お
ず
女
性
塾
の
活
動
状
況

に
つ
い
て
説
明
し
、
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。

　
宇
和
島
市
女
性
団
体
連
絡

協
議
会
は
活
動
の
共
通
の
テ
ー

マ
と
し
て
、「
環
境
問
題
」
に

取
り
組
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
活

動
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

質
問
を
し
た
り
、
大
洲
市
女
性

団
体
連
絡
協
議
会
の
構
成
団

体
が
行
っ
て
い
る
訪
問
介
護
の

状
況
、
会
員
の
高
齢
化
の
問
題

な
ど
、
普
段
活
動
を
行
っ
て
い

る
中
で
の
疑
問
や
問
題
視
し
て

い
る
事
柄
な
ど
に
つ
い
て
、
積

極
的
な
意
見
交
換
を
行
い
ま
し

た
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
企
画
調
整
課
男
女
共

同
参
画
係
　
☎
�
２
１
１
１

（
内
線
５
２
２
、５
２
４
）

地
域
づ
く
り
活
動
を
支
援
し
ま
す

～
宇
和
島
市
女
性
団
体
連
絡
協
議
会
と
交
流
～

　
平
成
19
年
度
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
宝
く
じ
助
成
事
業
に
よ
り

地
域
活
動
を
実
践
す
る
団
体
が
、
備
品
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

宝
く
じ
助
成
事
業
と
は
？

　
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、

住
民
の
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　
助
成
の
対
象
と
な
る
の
は
、

社
会
福
祉
、
社
会
教
育
、
体
育
、

環
境
保
護
そ
の
他
公
益
の
増
進

な
ど
に
寄
与
す
る
事
業
で
、
市

や
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
、
自

主
防
災
組
織
な
ど
が
申
請
で
き

ま
す
。

　
こ
の
助
成
事
業
の
財
源
に
は
、

宝
く
じ
の
普
及
広
報
事
業
費
と

し
て
受
け
入
れ
る
宝
く
じ
受
託

事
業
収
入
が
充
て
ら
れ
て
い
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
企
画
調
整
課
企
画
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
５
２
３
）
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暴力団排除

○

　

川
縁
や
休
耕
田
の
水
溜
り
の
あ
る

と
こ
ろ
で
「
キ
ュ
ー
ッ
、
キ
ュ
ー
ッ
」

と
時
折
鳴
き
、
人
前
に
姿
を
見
せ
る

こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
冬
鳥
で
す
。

今
ま
で
に
観
察
し
た
限
り
で
は
、
も

の
す
ご
く
音
に
敏
感
で
、
少
し
の
物

音
で
も
素
早
く
草
む
ら
に
隠
れ
、
時

間
が
経
つ
と
あ
た
り
を
警
戒
し
て
、

ク
イ
ナ　

水
鶏

ツ
ル
目
ク
ナ
イ
科
　
大
き
さ
29
㎝

 

大
洲
の
野
鳥
　
№
38

ま
た
出
て
く
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
東
大
洲
の
田

ん
ぼ
の
ク
リ
ー
ク
（
水
を
送
る
堀
）

な
ど
で
、
ひ
ょ
っ
こ
り
出
会
え
る
と

こ
ろ
を
見
る
と
、
案
外
人
間
社
会
の

す
ぐ
そ
ば
で
生
活
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
現
在
の
人
間
社
会
で

は
、
水
際
と
か
湿
地
は
こ
と
ご
と
く

固
め
ら
れ
、
生
き
物
の
大
事
な
住
み

か
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
に
も

自
然
界
か
ら
も
歓
迎
さ
れ
る
地
域
に

な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

　

か
わ
う
そ
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
㋟

　
大
洲
市
は
１
月
10
日
㈭
、
市

営
住
宅
か
ら
の
暴
力
団
排
除
に

関
す
る
合
意
書
を
大
洲
警
察
署

と
結
び
ま
し
た
。

　
大
洲
市
で
は
、
平
成
17
年
８

月
に
建
設
業
か
ら
の
暴
力
団
排

除
に
関
す
る
合
意
書
を
、
ま
た

同
19
年
１
月
に
は
そ
の
年
の
４

月
よ
り
開
始
し
た
広
報
紙
や
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
掲
載
す
る

広
告
事
業
や
指
定
管
理
者
制
度

に
つ
い
て
も
合
意
書
を
締
結
し
、

暴
力
団
な
ど
の
介
入
を
排
除
す

る
た
め
の
連
絡
協
調
体
制
を
と

っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
市
営

住
宅
な
ど
の
適
正
な
管
理
の
確

保
を
図
る
た
め
の
合
意
書
を
結

ん
だ
も
の
で
、
既
に
締
結
し
て

い
る
合
意
書
と
同
じ
よ
う
に
、

市
営
住
宅
へ
の
入
居
申
込
者
ま

た
は
現
入
居
者
お
よ
び
同
居
者

が
暴
力
団
員
に
該
当
す
る
疑
い

が
あ
る
場
合
に
、
市
長
が
警
察

署
長
に
照
会
を
行
え
ば
、
そ
れ

に
対
し
て
回
答
す
る
な
ど
の
情

報
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

ほ
か
、
暴
力
団
関
係
者
と
の
ト

ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
り
妨
害
な
ど

が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
警

察
官
の
出
動
要
請
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

市営住宅などからの
暴力団排除に関する
合意書の締結

▲大洲警察署長（右）と合意書を締結した大森市長

　国土交通省では、毎年８月を「道路ふれあい月間」
として、道路の正しい利用や道路愛護思想の普及に
努めています。この行事の一環として、平成20年度
「道路ふれあい月間」推進標語を広く一般から募集し
ます。

募集テーマ
　道路は、生活向上と経済発展に欠くことのできな
い国民共有の財産です。みんなが道路と親しみ、ふ
れあい、常に広く、美しく、安全に、ともに楽しく
利用しましょう。

応募資格　小学生以上

応募方法　はがきに標語１点と氏名、住所、電話番
号、性別、年齢、職業を記入、またはインターネッ
トにて。

送付先　〒110-0003
　東京都台東区根岸2-19-25
　　ルート根岸ビル　道路広報センター
　平成20年度「道路ふれあい月間」推進標語募集係
　ホームページアドレス
　　https://ssl.jolls.co.jp/hyougo/index.html/

応募期間　３月31日㈪（当日必着）

問い合わせ先
　国土交通省道路局道路交通管理課
　☎03（5253）8111（内線37423）

「道路ふれあい月間」標語募集
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○

シリーズ後期高齢者医療制度

　
こ
と
し
４
月
１
日
か
ら
、
75

歳
以
上
の
人
な
ど
を
対
象
と
し

て
、
新
た
に
独
立
し
た
医
療
保

険
制
度
と
な
る
「
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す
。

広
報
大
洲
で
は
昨
年
７
月
号
か

ら
シ
リ
ー
ズ
で
お
知
ら
せ
し
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
回
は
改

め
て
、「
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
」
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

１
　
対
象
者
は
、

　
①
75
歳
以
上
の
人

　
② 

65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
一

定
の
障
害
が
あ
る
人

　 

※
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
一

定
の
障
害
が
あ
る
人
で
、
現

在
の
老
人
医
療
制
度
に
加
入

さ
れ
て
い
る
人
は
、
申
し
出

に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い

こ
と
が
で
き
ま
す
。

２ 

　
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療

の
保
険
証
が
一
人
に
一
枚
交

付
さ
れ
ま
す
。
病
院
で
受
診

す
る
際
に
は
、
必
ず
保
険
証

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
保
険
証
は
こ
と
し
３
月

中
に
郵
便
で
お
送
り
し
ま
す
。

３ 

　
窓
口
で
の
自
己
負
担
は
現

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

シリー
ズ

№9

〜
75
歳
以
上
の
方
な
ど
へ
〜

　

こ
と
し
４
月
か
ら

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す
。

在
の
老
人
医
療
制
度
と
変
わ
り

ま
せ
ん
。

●
一
般
の
人
…
１
割
負
担

●
現
役
並
み
所
得
の
あ
る
人

　
　
　
　
　
…
３
割
負
担

４ 

　
新
し
い
制
度
で
は
、
高
齢
者

の
方
々
に
も
公
平
に
保
険
料
を

ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　 

　
保
険
料
は
被
保
険
者
一
人
ひ

と
り
に
対
し
て
、
そ
の
人
の
所

得
に
応
じ
て
負
担
い
た
だ
く
部

分
（
所
得
割
額
）
と
被
保
険
者

の
皆
さ
ん
に
等
し
く
ご
負
担
い

た
だ
く
部
分
（
均
等
割
額
）
と

の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。
低
所

得
者
世
帯
に
属
す
る
人
に
つ
い

て
は
、
所
得
に
応
じ
て
均
等
割

額
が
軽
減
（
７
割
・
５
割
・
２

割
）
さ
れ
ま
す
。
な
お
保
険
料

は
年
額
50
万
円
が
上
限
と
な
り

ま
す
。

　 

　
年
間
18
万
円
以
上
の
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
年
金

か
ら
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま

す
。（
特
別
徴
収
）

　 

　
年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満

の
人
は
、
市
に
納
付
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。（
普
通
徴
収
）

　
　
ま
た
、
保
険
料
と
介
護
保
険

料
の
合
算
額
が
、
年
金
受
給
額

の
２
分
の
１
を
超
え
る
人
は
、

市
が
普
通
徴
収
を
行
い
ま
す
。

【
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
に

対
す
る
軽
減
措
置
】

　
75
歳
（
一
定
の
障
害
が
あ
る

人
は
65
歳
）
以
上
の
人
で
、
こ

と
し
３
月
31
日
ま
た
は
75
歳
の

誕
生
日
の
前
日
に
被
用
者
保
険

（
※
国
保
は
除
く
）
の
被
扶
養

者
と
な
っ
て
い
る
人
の
保
険
料

に
つ
い
て
は
、
こ
と
し
４
月
か

ら
９
月
ま
で
の
６
ヵ
月
間
は
無

料
と
な
り
、
10
月
か
ら
来
年
３

月
ま
で
の
６
ヵ
月
間
は
、
均
等

割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◎
一
昨
年
の
制
度
改
正
で
は
、

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
の
人

に
つ
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
っ
た

日
の
属
す
る
月
か
ら
２
年
間
、

均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
の

措
置
は
そ
れ
に
加
え
て
行
う
も

の
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

○
愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合

松
山
市
北
条
辻
６
番
地（
松
山

市
役
所
北
条
支
所
２
階
）

☎
０
８
９（
９
１
１
）７
７
３
３

Fax
０
８
９（
９
１
１
）７
７
３
５

E
-m
ail info@

ehim
e-kouiki.jp

http://w
w
w
.ehim

e-kouiki.jp/

○
市
役
所
保
険
環
境
課
老
人

保
険
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
５
５
）

　
歌
麿
館
で
は
、
２
月
１
日
か

ら
斎
藤
清
版
画
展
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

　

斎

藤

清
（

１

９

０

７

〜

１
９
９
７
）
氏
は
、
福
島
県
会
津

坂
下
町
の
出
身
で
、
戦
前
か
ら
版

画
、
と
く
に
木
版
画
に
お
い
て
、

す
ば
ら
し
い
作
品
を
数
多
く
手
が

け
ら
れ
て
お
り
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
・

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
受
賞
し
て
以
後
、

日
本
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
高

い
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、平
成
７
（
１
９
９
５
）

年
に
は
、
長
年
に
わ
た
る
美
術
界

へ
の
貢
献
を
認
め
ら
れ
、
文
化
功

労
賞
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
今
回
歌
麿
館
で
は
、
斎
藤
清
氏

の
版
画
を
愛
好
す
る
方
々
の
ご
好

意
に
よ
り
、
版
画
作
品
展
を
開
催

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
ぜ
ひ
、
ご
家
族
お
誘
い
合
わ
せ

の
上
、
ご
来
館
く
だ
さ
り
、
斎
藤

清
氏
の
版

画
作
品
の

す
ば
ら
し

さ
な
ど
に

つ
い
て
感

じ
て
い
た

だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

■
期
　
間

　
２
月
１
日（
金
）
〜
４
月
30
日（
水
）

■
場
　
所

　
歌
麿
館
企
画
展
示
室

■
時
　
間

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

■
休
館
日

　
火
曜
日
（
４
月
は
休
館
日
な
し
）

■
入
館
料
（
風
の
博
物
館
と
共
通
券
）

　
一
　
般
５
０
０
円（
３
０
０
円
）

　
小
中
高
２
５
０
円（
１
５
０
円
）

※
（
　
）
は
15
人
以
上
の
団
体

■
問
い
合
わ
せ
先

　
〒
７
９
７
‐
１
５
０
５

　
大
洲
市
肱
川
町
予
子
林
99

－

１

　 

大
洲
市
立
肱
川
風
の
博
物
館
・

歌
麿
館

　
☎
34
２
１
８
１

　
℻  
34
３
９
６
６

斎 

藤 

清 

版 

画 

展

〜

雪

の

景

色

〜

歌麿館

企画展

WINTER IN AIZU YANAIZU

会津の冬　坂下　青木
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